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 水道事業の概要  

 

１ 業 務 量 

年 度 

項 目 
単位 平成27(2015) 平成28(2016) 平成29(2017) 

給 水 区 域 内 人 口(Ａ) 
人 

367,510 369,522 370,072 

現 在 給 水 人 口(Ｂ) 367,025 369,040 369,590 

普 及 率 ―×100 ％ 99.9 99.9 99.9 

導・送・配水管延長 ｍ 718,731 720,904 722,737 

一人一日平均配水量 ℓ 314 310 309 

年間有収水量（Ｃ） ㎥ 39,865,055 40,032,542 40,012,946 

有 収 率（―×100） ％ 95.1 95.9 96.0 

配 水 能 力 ㎥/日 155,100 141,000 141,000 

年間総配水量（Ｄ） ㎥ 41,910,691 41,763,521 41,663,190 

一 日 最 大 配 水 量 ㎥ 125,673 125,926 122,716 

給 水 原 価 円 133.81 133.13 137.14 

供 給 単 価 円 134.91 144.26 150.09 

 

原価と単価の比較 平成29年度(2017年度)  自己水と依存水の内訳 平成29年度(2017年度) 

49.21円

35.9%

4.80円

3.5%

※19.46円

14.2%

4.31円

3.1%

34.51円

25.2%

24.85円

18.1%

支払利息

動力費

減価償却費

職員給与費

受水費

その他
費 用

1㎥当たりの
単年度損益
12.95円

供給単価

（売り値）
１ｍ3当たり

150.09円

給水原価
１ｍ3当たり

137.14円

※1㎥当たりの減価償却費から1㎥当たりの長期前受金戻入見合い

の減価償却費を控除した金額

泉浄水所

（表流水）

1,062万ｍ3

25.5%

泉浄水所

（地下水）

160万ｍ3

3.8%

片山浄水所

（地下水）

318万ｍ3

7.6%
大阪市水ほか

22万ｍ3

0.5%

大阪広域水道

企業団

2,605万ｍ3

62.5%

自己水依存水

総配水量 4,166万m³

1,540万ｍ3

37.0％

2,627万ｍ3

63.0％

 

 

Ｂ 

Ａ 

Ｃ 
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２ 水源別配水量 

年 度 

区 分 
平成27(2015) 
配水量(㎥) 

平成28(2016) 
配水量(㎥) 

平成29(2017) 
配水量(㎥) 

自 

己 

水 

源 

片 山 浄 水 所 
3,368,224 

(  8.0) 

3,371,835 

(  8.1) 

3,179,910 

(  7.6) 

泉 浄 水 所 
13,051,780 

( 31.1) 

12,693,639 

( 30.4) 

12,217,285 

( 29.3) 

小 計 
16,420,004 

( 39.2) 

16,065,474 

( 38.5) 

15,397,195 

( 37.0) 

依 

存 

水 

源 

大 阪 広 域 

水 道 企 業 団 

25,236,155 

( 60.2) 

25,448,045 

( 60.9) 

26,047,386 

( 62.5) 

大 阪 市 
253,624 

(  0.6) 

249,004 

(  0.6) 

217,618 

(  0.5) 

茨 木 市 
908 

(  0.0) 

998 

(  0.0) 

991 

(  0.0) 

小 計 
25,490,687 

( 60.8) 

25,698,047 

( 61.5) 

26,265,995 

( 63.0) 

合  計 
41,910,691 

(100.0) 

41,763,521 

(100.0) 

41,663,190 

(100.0) 

（注）（ ）内は比率（％） 

 

３ 有効水量（給水量） 

年 度 

区 分 
平成27(2015) 平成28(2016) 平成29(2017) 

総 配 水 量（㎥） 41,910,691 41,763,521 41,663,190 

有 効 水 量（㎥） 40,724,296 40,865,089 40,847,209 

有 効 率（％） 97.2 97.8 98.0 

 
 

４ 区分別給水量 

                                （単位：㎥） 

年 度 

区 分 
平成28(2016) 平成29(2017) 

総給水量 40,865,089 40,847,209 

一般 

小口径(13mm～25mm) 33,987,898 34,006,086 

中口径(30mm～50mm) 2,676,185 2,652,200 

大口径(75mm～250mm) 3,261,741 3,227,710 

公衆浴場 23,888 27,737 

臨時 82,830 99,213 

その他 832,547 834,263 

※料金体系について、平成28年度(2016年度)から用途別を口径別に変更 
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５ 水質の状況 

本市には、淀川表流水と地下水を原水とする泉浄水所と地下水のみを原水とする片山浄水

所の二つの浄水所がある。 

⑴ 淀川表流水 

淀川は、琵琶湖を水源とする宇治川、紀伊山地を水源とする木津川、丹波山地を水源と

する桂川が山崎付近で合流して淀川本川となり大阪湾に注いでいる。その水量は、「近畿

の水がめ」と言われる琵琶湖によって安定して確保されている。 

淀川の水質面では、近年下水道の整備や工場排水の規制の強化等による水質保全対策が

進み、生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）、アンモニア態窒素等の有機物質による汚濁につ

いては、改善されつつある。 

その一方で、人の健康を損なうおそれのある内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）や、

医薬品成分、農薬類等の微量化学物質の対策が新たな問題となってきている。また、クリ

プトスポリジウムなどの家畜由来の感染性微生物の発生源対策も課題となっている。 

本市では、平成９年(1997年)６月から従来の「沈でん」と「ろ過」による浄水処理に加

えて、オゾンで有機物を酸化・分解し、活性炭で臭いのもとになる成分などを取り除く高

度浄水処理を開始して、より安全でおいしい水づくりに努めている。 

⑵ 地 下 水 

地下水の水温や水質は年間を通して安定しており、地下水特有の水質として検出される

鉄やマンガンの濃度についても水処理施設の改善により適正に処理され、水質的には安定

している。 

しかし、今後、地下水汚染が懸念されることから、水質監視の強化を図っている。 
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 水 道 施 設  

 

１ 水道庁舎 

位 置  南吹田３丁目３番60号 

竣 工  昭和45年(1970年)１月（本館）   平成６年(1994年)９月（別館） 

建 築 面 積  756.3㎡（本館）    541.0㎡（別館） 

延べ床面積  2,931㎡（本館）   1,854㎡（別館） 

構造・規模  鉄筋コンクリート４階建 

総 工 費  340,000千円（本館）   994,690千円（別館） 

特 長  浄水管理センターのコンピュータにより各施設の集中遠方監視制御を行っ

ている。 

 

２ 浄水管理センター 

昭和49年(1974年)４月に蓮間配水場・津雲配水場・万博配水場（現 万博調圧場）・山田

配水場・御旅ポンプ場及び原給水モニター等の自動無人化工事が完成し、監視業務を開始し

た。 

昭和50年(1975年)４月からは千里山浄水所・片山浄水所の監視業務も行い、昭和52年度

(1977年度)からは泉浄水所の日常業務を浄水管理センターで行うようになった（千里山浄水

所は平成７年(1995年)３月に廃止）。 

昭和53年度(1978年度)には情報処理装置システムが完成、その後平成５年度(1993年度)と、

平成24年度(2012年度)に更新し、各配水系統及び管末水質の監視、水道管破損事故の早期発

見、渇水時の水資源の有効利用を図っている。 

平成16年(2004年)には片山浄水所遠方監視制御設備が完成して無人施設となり､浄水管理

センターより監視制御業務を開始した｡ 

位   置  水道庁舎本館２階 

設   備  遠方監視制御設備   １式 

場外系監視制御設備  １式 

場内系監視制御設備  １式 

大型液晶表示設備   １式 

アナログ監視設備   １式 

ＩＴＶ監視設備    １式 
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３ 泉浄水所 

第４次拡張事業の中で建設に着手し、昭和39年(1964年)７月には１日最大１万9,000㎥の

配水能力を有する浄水設備が完成した。その後、急増する水需要に対し、更なる水源を淀川

表流水に求め、昭和41年(1966年)６月から水処理を開始した。 

昭和59年度(1984年度)には泉浄水所、片山浄水所間に中継ポンプ場を設け、より一層の安

定給水と自己水の有効利用を図っている。 

平成９年(1997年)６月には高度浄水処理設備が完成し、高度浄水処理水を供給している。 

位 置  南吹田３丁目３番60号 

敷 地 面 積  19,094㎡ 

給 水 開 始  昭和38年(1963年)６月 

給 水 能 力  38,100㎥ 

取 水 設 備  さく井８本  8,280㎥／日 

      淀川表流水 30,240㎥／日 

送 配 水 方 法  ポンプ圧送方式 

処理・配水施設  配水池２池（9,933㎥）ほか 

送 配 水 設 備  配水ポンプ（180kW）４台、送配水ポンプ（90kW）３台 

      配水ポンプ（ 75kW）１台 

 

４ 片山浄水所 

片山浄水所は昭和26年(1951年)に建設され、大阪市から受水し給水していたが、その後、

増大する需要量に対処するため、構内に井戸を掘り、現在では１日に１万480㎥の取水が可

能である。地域の発展に伴う配水池の増強を行い、泉浄水所の余剰水の有効利用並びに給水

量の増加に対応して府営水道（現大阪広域水道企業団水）の導入を図るとともに、当浄水所

での余剰水を更に佐井寺配水場に送水している。 

位 置  朝日が丘町25番１号 

敷 地 面 積  23,200㎡ 

給 水 開 始  昭和26年(1951年)10月 

給 水 能 力  自己水 10,200㎥ 

取・受水設備  さく井８本 10,480㎥／日 

泉浄水所余剰水、大阪広域水道企業団水 

送 配 水 方 法  自然流下方式・ポンプ圧送方式（佐井寺配水場送水専用） 

処理・配水施設  配水池３池（20,000㎥）ほか 

送 水 設 備  送水ポンプ（55kW）２台 
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５ 浄水所・配水場と給水区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 水道管 

平成30年(2018年)3月31日現在 

種 別 口 径 延 長 役 割 

基 

幹 

管

路 

導 水 管 
φ150mm    

～φ600mm 
3,446m 

取水場又は井戸から浄水所まで原水を送

る水道管 

送 水 管 
φ200mm    

～φ900mm 
26,919m 

浄水所又は企業団送水管分岐から配水池

まで浄水を送る水道管 

配水本管 
φ150mm    

～φ900mm 
50,196m 

配水管網の主要な構成管路で浄水を配水

支管へ輸送分配する役割を持ち、給水管

の分岐はない水道管 

配水支管 
φ20mm      

～φ900mm 
642,176m 

配水本管から受けた浄水をお客様へ供給

する役割を持ち、給水管を分岐するため

の水道管 

総 延 長 722,737m 
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 施 設 整 備  

 

第２次上水道施設等整備事業 

本市の施設整備は、昭和２年(1927年)の給水開始以来、６次にわたる拡張事業を実施し、

建設拡張の時代から維持管理の時代を経て、既に更新の時代を迎えており、平成28年(2016

年)３月には、片山浄水所の更新を始めとする、これからの水道施設の再構築を推進するた

めに事業認可変更を取得した。 

現在実施している「第２次上水道施設等整備事業(平成22年度(2010年度)～平成32年度

(2020年度))」は、年々進む老朽化と大規模な地震に備えるために、施設・管路の更新及び

耐震化を事業の中心に据えるとともに、平成25年(2013年)３月に策定した「吹田市水道施設

マスタープラン」に示す、おおよそ40年後の水道システムの将来像をバックキャストしたも

のである。 

本事業は、浄配水施設改良事業として、施設・設備の更新と改良、配水池及び場内管の耐

震化、管路整備事業として基幹管路の耐震化、経年化した配水支管の更新等を年次的に進め

ていくものである。 

以下に、本事業の実行計画である第２期アクションプラン(平成26年度(2014年度)～平成

30年度(2018年度))における事業の概要を示す。 

種 別 
平成26年度～平成30年度

 (2014年度) (2018年度)

平成29年度 

(2017年度) 

平成30年度 

(2018年度) 

浄

配

水

施

設

改

良 

ポ ン プ 設 備 工 事 

浄水所 

配水場 

給水モニター等 

泉浄水所   ― 

さ く 井 工 事   ―   ― 

電 気 設 備 工 事 泉浄水所 千里山配水場 

計 装 設 備 工 事 山田西・新芦屋給水モニターほか 佐井寺配水場・千里山配水場ほか

環境負荷低減工事   ― 穂波ポンプ場・山の谷ポンプ場 

水 処 理 設 備 工 事 片山浄水所・泉浄水所 片山浄水所・泉浄水所 

そ の 他   ―   ― 

施設耐震化等工事   ― 津雲配水場 

管

路

整

備 

 

基幹管路整備工事 

 

φ150mm～φ800mm 

L=9,717m 

φ200mm～φ800mm 

L=3,918m 

φ150mm～φ600mm 

L=1,817m 

 

配水支管整備工事 

 

φ75mm～φ250mm 

L=37,377m 

φ75mm～φ200mm 

L=7,288m 

φ75mm～φ200mm 

L=7,385m 
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 水 道 料 金  

 

１ 現行料金（１か月につき） 

平成30年(2018年)４月１日現在 

区分 

メーター 

口径 

（ｍｍ） 

基本料金 

従量料金（１㎥につき） 

① 

6 ㎥ 

まで 

② 

7～ 

10 ㎥ 

③ 

11～ 

20 ㎥ 

④ 

21～ 

30 ㎥ 

⑤ 

31～ 

50 ㎥ 

⑥ 

51～ 

300 ㎥ 

⑦ 

301 ㎥～

一
般 

小
口
径 

13 710 円 

0 円 40 円 120 円 180 円 230 円 270 円 310 円 20 780 円 

25 990 円 

中
口
径 

30 1,200 円 

40 円 180 円 230 円 270 円 310 円 40 2,100 円 

50 3,800 円 

大
口
径 

75 9,000 円 

40 円 180 円 270 円 310 円 

100 24,000 円 

150 97,000 円 

200 216,000 円 

250 394,000 円 

※集合住宅等（戸数計算が適用されている区分）は一戸当たりメーター口径 20mm で計算します。 

区分 基本料金 従量料金 

公衆浴場 780 円 1 ㎥につき 75 円 

臨時 口径に準ずる 1 ㎥につき 450 円 

※ 上記の表により算定した額に100分の108を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額）とし、平成29年(2017年)４月１日から適用とする。 

 口 座 振 替 割 引 １回当たり  100円 
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２ 水道料金の推移 

区 分 

改定年月日 

改  定  率 

（％） 

改定後の一般家庭料金（１か月分） 

（円） 

昭和53(1978)年４月１日 19.77 1,750 

〃 54(1979)年３月１日 3.94 1,770 

平成元(1989)年３月１日 26.88 2,140 

〃 ５(1993)年３月１日 29.85 2,790 

〃 ９(1997)年３月１日 23.13 3,470 

〃 13(2001)年７月１日 
（消費税相当額の 

転嫁による） 
3,643 

〃 19(2007)年３月１日 ▲3.36 3,643 

〃 22(2010)年10月１日 

▲0.5 

(口座振替割引増 

 額による) 

3,643 

〃 26(2014)年４月１日 
(消費税８％に改定・平成26年

(2014年)６月検針分より適用) 
3,747 

〃 28(2016)年４月１日 
5.5（料金体系を用途別

から口径別に変更） 
4,060 

〃 29(2017)年４月１日 4.5 4,255 

 （注）一般家庭料金について、平成27(2015)年度以前は一般専用で、平成28(2016)年度以降

はメーター口径20mmで１か月30㎥使用した場合の料金 

 

３ 加 入 金 

昭和47年(1972年)５月１日から、給水装置の新設工事及び増径工事の申込者から次の区分

により加入金を徴収している。 

⑴ 加入金一覧表 

平成28年（2016年）４月１日改定 

メーター口径 新設工事 増 径 工 事 

20 ㎜ 以 下 16万円  左表の左欄に掲げる工事後のメー

ターの口径に応ずる右欄に定める

額から左欄に掲げる工事前のメー

ターの口径に応ずる右欄に定める

額を差し引いた額。ただし、工事

後のメーターの口径が20mm以下の

場合は、０円とする。 

25 ㎜ 32万円  

30 ㎜ 56万円  

40 ㎜ 97万円  

50 ㎜ 171万円  

75 ㎜ 433万円  

100 ㎜ 854万円 

150 ㎜ 以 上 管理者が別に定める額 

※ 上記の額に100分の108を乗じて得た額とする。 
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⑵ 年度別収入額 

年度 

区分 
平成27(2015) 平成28(2016) 平成29(2017) 

件     数 1,393 637 1,023 

金  額(千円) 263,750 243,320 337,370 

 （注）消費税相当分抜きで表示 

 

４ 開発負担金 

昭和48年(1973年)4月16日から、開発行為に関連して必要となる上水道施設の整備を図る

ため、開発行為を行う事業者から開発負担金を徴収していたが、平成28(2016)年３月31日で

制度を廃止した。 

年度別収入額 

年度 

区分 
平成27(2015) 平成28(2016) 平成29(2017) 

件     数 62 23 2 

金 額（千円） 118,500 60,120 22,020 

 

５ 工事負担金 

 開発行為者等からの依頼による配水管の新設や、消火栓の設置等の工事に伴い、要した費

用を依頼者から徴収している。（消火栓の新設分は、全て各年度１件として取り扱う。） 

年度別収入額 

年度 

区分 
平成27(2015) 平成28(2016) 平成29(2017) 

件      数 2 1 1 

金 額 (千円) 49,286 28,202 19,026 
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 財政の状況  

 

１ 収益的収入と支出 

（単位：千円） 

収           入 支           出 

年 度 

 

科 目 

平成28 

（2016） 

決算 

平成29 

(2017) 

決算 

年 度

 

科 目 

平成28 

（2016） 

決算 

平成29 

(2017) 

決算 

水 道 事 業 収 益 6,566,090 6,858,340 水 道 事 業 費 用 5,594,923 5,762,045

営 業 収 益 6,005,586 6,236,321 営 業 費 用 5,376,133 5,563,550

給 水 収 益 5,775,056 6,005,567 浄 水 送 水 費 2,828,113 2,863,619

水 道 料 金 5,767,694 6,005,567 配 水 給 水 費 769,480 857,645

量水器使用料 7,362 0 給 水 工 事 費 50,303 56,467

その他営業収益 230,530 230,754 業 務 費 349,682 352,701

  総 係 費 408,511 408,029

営 業 外 収 益 494,012 621,858 減 価 償 却 費 934,035 962,353

加 入 金 243,320 337,370 資 産 減 耗 費 17,154 48,913

長期前受金戻入 196,044 204,366 その他営業費用 18,855 13,823

雑 収 益 46,428 71,730  

他会計補助金 8,220 8,392 営 業 外 費 用 218,790 198,495

  支 払 利 息 205,364 192,217

  雑 支 出 13,426 6,278

    

特 別 利 益 66,492 161   

固定資産売却益 66,492 161   

 

２ 資本的収入と支出 

（単位：千円） 

収         入 支         出 

年 度 

 

科 目 

平成28 

（2016） 

決算 

平成29 

(2017) 

決算 

年 度

 

科 目 

平成28 

（2016） 

決算 

平成29 

(2017) 

決算 

資 本 的 収 入 1,044,830 1,582,506 資 本 的 支 出 2,565,850 3,965,371

企 業 債 950,000 1,540,000 建 設 改 良 費 1,982,108 3,378,790

工事負担金 28,202 19,026 事 務 費 156,541 183,253

開発負担金 61,120 22,020 工 事 費 1,801,939 3,114,147

固定資産売却代金 6,508 1,460 固定資産取得費 23,628 81,390

  企 業 債 償 還 金 583,742 586,581

 （注）資本的収支は消費税相当分込みで表示 
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